
 砺波市では令和６年４月から 

プラスチックごみの 

分別が変わります！ 

        

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチックごみ 

※20L 以上の透明または半透明の袋で出してください。 

～ごみの分別をしっかり行い、リサイクルに協力しましょう～ 

プラスチック製品 プラスチック製容器包装 白色トレー



砺波市役所の方に聞いてみた 

 

Ｑ　どのように変わるのですか？ 

Ａ　燃えるごみとして出しているプラスチック製品

と資源ごみの白色トレーを、プラスチック製容

器包装と一緒に出してください。 

 

Ｑ　なぜ変わるのですか？ 

Ａ　燃えるごみを減らして、プラスチックごみを資

源として集めてリサイクルを進めるためです。 

 

Ｑ　どこに出せばいいのですか？ 

Ａ　これまでどおり、資源ごみやプラスチックごみ

の日に出してください。 

詳しくは、砺波市役所 市民生活課（℡：33－1372）へ 

砺波市立出町中学校　３年５組　 

私たちは、総合的な学習の時間に、自然環境の現状と問題について調べま

した。そして、ごみのポイ捨てによって自然環境が破壊されているという点に注

目しました。砺波市では、令和 6 年 4 月からごみの分別方法が変わるというこ

とで、多くの人にごみの分別について知ってもらい、ごみを正しく分別して捨て

てもらおうと、作成しました。


